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会 計 上 の 利 益 概 念
一S .Gilmanの 所 説 を 中 心 に して 一

久 野 光 朗
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§1序 説

今 日の企業会計に おいては,企 業を と りま く多 くの 利害関係者 の 利害を

調整す るとい う目的に基づ いて,配 当,課 税,成 果測定,企 業評価,料 金決
ロ ラ

定,補 助金 もし くは奨励金 の交付限度決定 な どに関す る要請か ら利益計算 の

意義が大 いに高 ま ってい る ことは周知の事実 であ り,こ の ことは資本主義経

済 体制 のみな らず社会主義 経済体制 において も同様 であ る。

したが つて,実 践 的な会計 を研究対象 とす る会計学 に おいて も,利 益概念

に関す る解 明 とい うことは,財 務 諸表,資 産,あ るいは 資本な どの研究 に

もま して 基本 的 な ものであ り,ち よ うど 哲学 におけ る真,倫 理学 における

善,美 学 におけ る美に相 当す る本質的理念だ としてtk研 究 の焦点(centerof
ピ　う

一gravity)"に 位 置 づ け ら れ て い る 。

(1)太 田 哲 三,"利 益 概 念 の 種 々 相,"「 産 業 経 理 」,1962年4月 号,P・6を 参 照 。

(2)A.C.Lit七leton,StructureofAccountingTheoTy(Menasha,Wisc.,George

Ban七aPublishingCompany,1953),PP・18-35,大 塚 俊 郎 訳,「 会 計 理 論 の 構

造 」(東 洋 経 済 新 報 社,1955),pp26-52を 参 照 。
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以 下 に お い て,筆 者 は,会 計 上 の 利 益 概 念 をStephenGilman(1887-・

1959)の 所 説 に 従 っ て 考 察 し,ま た,彼 自 身 の 利 益 概 念 に つ い て も若 干 の 批

判 を 加 え た い と思 う。 そ こで,考 察 す る うえ の 素 材 と してGilmanが"会 計

上 の 利 益 の 一 概 念(aconceptofaccountingProfit)"と 題 して5項liia:要

く　　

約 してい る試案的結論 を先に示せば次の とお りであ る。

1.会 計 は、エ ンテ ィテ ィが 占有す る 有形 ・無形 の財産 に関 して,ま た財,貨 幣,も

しくは用役 を提 供 してい る人 達,あ るいは そ の権 能に よって エ ンテ ィテ ィか ら

利 得を請求 で きる 人 達 に対 して エ ンテ ィテ ィが 負 ってい る 種 々の 負債 に関 し

て,1個 の擬 制的人格 た る エ ンテ ィテ ィが 貨 幣で表現す る慣 習化 した書式 に よ

る統計 的歴 史(conventionalizedwrittenstatisticalhistory)で あ る。

2.そ の もっと も単純 なか たち と して,会 計上 の利益 は,(追 加出 資 も し くは 資本 の・

引 き出 しを無視 した場合)そ の消滅が終結 もし くは清算 を意 味す る エ ンテ ィテ

ィの存 続中 におけ るエ ンテ ィテ ィの対 資本主債務 の増加 分(increaseinentity

indebtednesstoproprietorship)で あ る。

3.期 間 的会計 利益(periodicaccoun七ingProfit)は 見積 りに基 づ いて計算 され る事

業継 続期間 中 の利益 であ り,そ の利益 は,(1)か くして計算 され る期 間利益 の合

計 額が エ ンテ ィテ ィの事業開始か ら終 結に至 る全期 間 につ いて 計 算 され る利益

と一致 す る場合,そ して,② 特定 期間 の利益 の計算 に用 い られ る収益,原 価,

経 費,あ るいは損失 の諸 項 目が 不 当に他の期 間へ 割 り当て られ ない場合,は じ

め て正 確 な もの とな る。

4.期 間的会計利 益 を見積 る諸方法 は,一 部が論理 性に,ま た一部 が 便宜性 に 基 礎

をおい てい る種 々の コンベ ンシ ョン(conventions),原 理(doctrines),通 則

(rules),そ して実務慣行(Practices)な どに よって形成 され て きて い る。

5.そ れ ゆ え,期 間 的会計利益 の意義 は,特 定 時点 において 会計 の慣 習法 を構成 して

い る種 々の コンベ ンシ ョン,原 理,通 則,そ して 実務慣行 の個 々の 意義 の代 数

的総和(algebraicsum)で あ る。

このGilmanの 利益 概念の構成 は,最 初に普遍的 な会計 職能 もしくは会計

目的か ら会計機構 に対す る認識 を試み,次 に,そ の会計職能 を報 告客体を前

(1)AccountingConceptsofProfit(NewYork,TheRonaldPressCompany,
1939),pp.604-605.
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提 と して基本的 な利益概念へ展 開 し,さ らに,具 体的な期間 損益計算 の前提

に言及す る とい うかたちを とってい るのであ るが,そ の底 には歴史的かつ制

度的 な理論を基盤 と した考察が強 く打 ち出 されてい る。

§2会 計機構に対する認識

Gilmanの 会 計 機 構 に対す る認 識 は,大 別 して3つ の骨 子 か ら成 り立 って

い る と考 え られ る。す なわ ち,会 計 の 構成 要 素 に関 す る認 識,会 計 職 能 と し

て エ ンテ ィテ ィ ・コ ンベ ンシ ・ ン に 基 づ く会 計 責 任(accountability)の 認

識,そ して 会 計 の歴 史 的 限 界 に 関 す る認 識 で あ る。

彼 は,会 計 上 の利 益概 念 を解 明す るに あ た つて,ま ず 会 計 そ れ 自体が1つ

の専 門 分 野 で は な くて 統 計(statistics),経 済(economics),お よ び 法 律

(law)と い う3つ の専 門分 野 が 結 合 した もの で あ る とい う認 識 の も とに,そ
ヒわ

れ らの構成 要素 と会計 との交渉関係を次の よ うに説 明 している。

会計 の統計 的側面 は,単 純 な計算 と分類 か ら成 ってい る。 現 実に歴 史的 であ り,な か

んず く貨 幣尺 度(monetarymeasures)を 採 用す ることか らして,こ の統 計的側面 は,

平均 化(balancing)と い うことに よって記帳上 の正 確性 の単純 な部分的 検証 に役立 って

い る一 定 の基本的 公式 と調和 して慣 習 化 され た ものに な ってい る。

この慣 習化 した統計 的方 法 は,概 して経 済現 象(economicPhenomena)に 関連 して

お り,貨 幣 も し くは 財 産に対 す る 所 有権 ない しは 請 求権 を持 つ 個人 や個人 集団につい

て、主 と して貨 幣 も し くは 貨幣 に換 算 され る財 産 の運 動、 あ るいは貨幣 と財産 との交換

に 関連 があ る。

経済現 象は,一 般に投資家,債 権者,従 業 員,あ るい は 徴税当局 の 観 点か らす ると,

しば しば公益(publicinterest)に 影響が あ るので,そ の重複す る法律上 の影響 も考 慮

しなけれ ばな らない。

(1)ILia・,pp・8-9・ なか んず く,統 計 との結びつ きを強 調 し,P・256で は次の よ

うに述 べ てい る。"会 計 手続 きは,お そ らく他 のいか な る分野 よ りも統計 に密接 な

関連を有す るであ ろ う。 実際,会 計 は,基 本的に は統計 の専 門化 した,か つ慣 習

化 した分野 であ るとい って もさ しつか えない であろ う。"

A・C・Little七〇nも 大 体におい て同様の考 え方 を示 してい る。Opcit・,pp・8-13.

前掲訳書,pp・12-21を 参照 。
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統 計 は 貨 幣 評価 の コ ソベ ン シ ョンを 基 盤 と した計 算 構 造 に,経 済 は計 算 対

象 に,そ して法 律 は 利害 関 係 の 調 整 とい うこ とか ら実 際 の運 用 面 に,そ れ ぞ

れ 強 い 影 響 を及 ぼ して い るわ け で あ るが,Gilmanは,こ れ らの構 成 要 素 に

対す る認 識(identification)と 同 時 に,識 別(isolation)を 十 分 に行 な うこ

とが 必 要 であ り,な か んず く,法 律 の 影響 を 除去 す る こ とが 普 遍的 な会 計 上

の 利 益 概 念 を樹 立す る第1段 階 で あ る と述 べ て い る。

さて次 に,会 計 機 構 を 正 し く認 識す る手が か りと して挙 げ て い る事 柄 は,

エ ンテ ィテ ィの 観 点 か ら複 式簿 記 と結 び っ い た数 学 的 表現 と して,す べ て の

会 計 機 構 を普 遍 的 に 資 産r負 債 とい う会 計 等式 を もって理 解す る とい う考 え

で あ る。 この こ とを も う少 し詳 し く説 明 し よ う。

Gilmanに よれ ば,エ ソテ ィテ ィ ・コ ソベ ソシ ョ ソは,複 式 簿 記 の 基本 的

前提 と して極 め て 古 くか ら存 在 して い た もの と考 え られ る。 す なわ ち,璽 隻ロ

ーマ の奴 隷 理 論(Romanslavetheory)"に 見 られ る とお り,奴 隷 は 主 人 の

代 理 人 と して主 人 の所 有 と支 配 の も とに あ りなが ら,そ の 受 託 財 産 の運 用 と

管 理 に 関 して主 人 とは 独 立 した 別 個 の 人 格 を有 す る人 間 と して 帳 簿 記 録 を行

な った の で あ る。 そ して,そ こに は 奴 隷 の 管理 す る財 産 が 主 人 に 対 す る負債

と常 に均 衡 す る とい う会 計 等式 が 必 然 的 に成 立 した 。Gilmanは,か か る奴

隷 の立 ち場 を"人 的 会 計 実 体(personalaccountingentity)"と 呼 ぶ の で あ
「1)

る。

しか し,こ の ローマ時 代 の 勘 定 記 録 を 特 色 づけ て いた 人 的 会 計 実 体 と し

て の 自然人 格 の要 素 は,資 本 主 義 の 発 展に と もな って 物 的 な要 素 へ と 変 化

す る。す なわ ち,株 式 会社 の 出 現 に よって,"(1)資 本 的 負債(proprietary

liability)の 有 限性 を確 立 し,(2)資 本 主持 分 の変 動 と無 関 係 に恒 久 的 な エ ソ

テ ィテ ィの生 命 が あ る とい う概 念 を 新 し く加 え,そ して(3)資 本 と経 営 との 分
ビ　ラ

離 を 可 能 に した"の で,資 本 主 とは 独 立 した 別 個 の エ ソテ ィテ ィを して"仮

(1)Ibid・,chap・4,拙 稿,"StePhenGilmanの 会 計 実 体 論,"「 商 学 討 究 」,第10

巻 第3号,pp・95-132を 参 照 。

(2)IZ)ia.,pp.165-166.
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ロラ

想 的 も し くは 擬制 的 な人 格"が 付 与 され るに いた った と いわ れ る。Gilman

は,か か るエ ソテ ィテ ィを 人 的 会 計 実 体 と 対 比 し てtt非 人 的 会 計 実 体
(2)

,(impersonalaccountingentity)"と 呼 ぶ の で あ る。

上 述 した とお り,Gilmanの エ ンテ ィテ ィ論 は,自 然 人格 と して の エ ンテ

ィテ ィが 擬制 的 人格 と して の エ ソテ ィテ ィへ変 化 しなが らも,現 代 会 計 に お

い て さ え,複 式 簿 記 と結 び つ い て超 歴 史 的 に,か つ普 遍 的 に 内在 す る エ ソテ ィ

テ ィの 会 計 責 任 の設 定 か ら解 除 に い た る過 程 を 明 らか にす る会 計 管 理 職 能 を

強 調 して い る もの だ と考 え られ る。 そ して,こ の こ とが,営 利 事 業 た る と

非 営 利事 業 た る とを 問わ ず,す べ て の 会 計 機 構 に 妥 当 す る 資 産 一負債 とい
(3)

う擬i人説に 基 づいた 会計 等式 を導入 させ,ま た,"証 明力あ る 客観的証拠
ぐの

くverifiable,objectiveevidence)IJを 具 備 してい る歴 史 的原 価 主 義 に対 す る

強 い主 張 へ とつ なが るの で あ る。

会 計 機 構 を 正 し く認 識す るにあ た っ て必 要 な事 柄 と して第3に 挙 げ て い る

手 が か りは,会 計 に 課 され て い る歴 史 的 限 界 を認 識す る とい うこ とで あ る。
(5)

この 点 に つ い て,彼 は次 の よ うに述 べ て い る。

(1)Ibia・,P・47・

(2)lbid・,chap・5,前 掲 拙 稿 を参 照 。

(3)lbid・,p・63で は 次 の よ うに 述 べ て い る。"こ の エ ン テ ィテ ィそ れ 自体 は 利 益

も生 じな け れ ば 損 失 も生 じな い とい う認 識 こそ,通 常 の 企 業 活 動 に 対 す る会 計 と

い わ ゆ る非 営 利 事 業 に 対 す る 会 計 とを 統 一 す る のに 有 用 なの で あ る。 営 利 事 業

(organiza七ionforprofit)と 非 営 利 事 業(nonprofitorganization)と に は基 本

的 に な ん ら会 計 上 の 相 違 は 見 られ な い。 利 益 を獲 得 せ ん とす る資 本 家的 意 図 の有

無 にか か わ らず,そ して法 律 上 の 規 則 の有 無 に か か わ らず,同 一 の基 本 的 会 計 機

構 と同 一 の基 本 的 エ ンテ ィテ ィ ・コ ンベ ン シ ョソ が 妥 当 す るの で あ る 。"な お,

こ の よ うな 彼 の考 え は,す で に1916年 に 明確 に 打 ち 出 され て い る。PPtinciPles・f

Accountin8(Chicago,LaSalleExtensionUniversi七y,1916),PP・23-24を 参

照 。

(4)W.A.PatonandA.CLi七tleton,AnlntroauctiontoCorporateAccounting

StandaPtds(lowa,A七hensPress,1940),pp・18-21,中 島 省 吾 訳,「 会 社 会 計 基

準序 説 」(森 山 書 店,1953),PP・29-35・

〈5)AccountingConceメ)tsofProfit,pp.562,611.

A.C.Lit七1etonandV.1(.Zimmerman,AccountingT勉07ッ=Continuityα 煽

c加%9θ(Englewoodcliffs,N・J・,1962),P・268も 歴 史 と会 計 に つ い て 次 の よee
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``会計が歴 史で あ ることを是 認す るな らば
,そ れ に要 請 し得 る最大 の事柄 は,で きるか

ぎ り正確 でなけれ ば な らない とい うことであ る。 したが って,変 動す る ドル評価に 関す

るか ぎ り会 計が再表示(restatement)も しくは変 化(modification)に 十 分 適応 してい

な い とい うことは,会 計 機構 の弱点 では ない。"

``会計が一定 の限界 を有す ると して も,こ れ らの限 界は会計 の機 能的構造 に固有 な もの

で あ り,そ れ らは弱点 とい うよ りも長所 の源 だ とい え るであ ろ う。 会計が基 本的 には責

任 の設定 と解除 の関係 の歴 史的財務 記録(historicalfinancialrecordofchargeand

dischargerelationshiP)を 調整す るための手段 もし くは機 構であ るとすれ ば,会 計機 構

はそ の基本 目的に極め て適応 してい る。"

§3会 計職能の展開

Gilmanの エ ンテ ィテ ィ論 に 基 づ く会計 管 理 職 能 重 視 の思 考 は,す で に前

節 で述 べ た とお り,会 計 等 式 と して,資 産(管 理 財 産)=負 債(管 理 負債)

を 導 入 して い る。 こ こに 資産 とは 資本 主 の代 理 人 た るエ ソテ ィテ ィが 資本 主

か ら委 託 され た 財 産 を意 味 し,負 債 とは 債 権 者 持 分 の み な らず 資 本主 持 分 に

対す るエ ソテ ィテ ィの 債務 を意 味 す る。

彼 の い う負債 は 狭 義 の負 債 と 資 本主 に対 す る 負債 とを 含 む の で あ るが,

資本 主 か ら独 立 した 別 個 の存 在 で あ るエ ンテ ィテ ィの 観 点 か らす れ ば,そ れ

らは ひ と し く エ ン テ ィテ ィの債 務 と 考 え られ て い る。 彼 に よれ ば,"資 本 主

勘 定(proprietor'saccount)は 企 業 を運 営 す る資金 を提 供 し,す べ て の利

益 に あつ か り,か つ,す べ て の 損 失 を こ うむ る 人 に 対す る 企 業 の会 計 責 任
(1)

(accountability)を 示 す勘 定 で あ る。"

か くして,彼 の エ ンテ ィテ ィ論 に 基 づ く会 計 管理 職 能 か らす れ ば,報 告 客

菅 うにい ってい る。``会 計 理論 の不変 性 と可変性 とい う本研究 の結び にあた って,

歴 史 と元帳 勘定 が と もに 同 じよ うに 貢献 してい るこ とを 指 摘す るのが 至 当 で あ

る。 文 字 どお り,各 勘定 は 企業 の あ る局面 に 関す る 数量的歴史(quantitative

history)で あ り,記 述 され る歴 史 は理念,出 来 事,原 因,お よび結果 に関す る勘

定 を集約 した もので あ る。知 識 の進歩 があ るとは いえ,勘 定 を歴 史 と して 解明 し

なけれ ば な らないの であ り,か くして,過 去を よ り良 く理解す る ことに よって 現

在 を理 解す ることに役立つ のであ る。"

(1)PrinoiPlesofAccounting,P・29・
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体 と して資本主を前提 とした一定期間 の会計上の利益は,第1節 に示 した と

お り,"ニ ソテ ィテ ィの対 資本 主債務 の増加分"と なるわけであ る。そ して,

この会計管理職能の展開 とい うか たちで一元的に説 明を試 みてい る点に彼の

`利益概念の特色を求 める ことがで きるのであ る
。

利益概念 の骨子を な してい るエ ンテ ィテ ィ観が複式簿記 の前 提 として一個

の擬制 的人格を考 えてい る ことは前述 した とお りであ る。擬制人 としての会

計実 体は,実 存す るものではな く,た んなる思考上の フ ィクシ ョソにす ぎな

'い
。 したが って,会 計実 体に損益が帰属す る ことはないのであ り,損 益は負

債 勘定 の増減 として理解 され る。す なわ ち,損 益はエ ソテ ィテ ィの 資本主に

『対す る会計責任の増減 として理解 され る
。そ して,会 計実体が 資本主に対す

る思考上の代理 人であ ることに留意すれば,損 益 は究極的に 資本主へ帰属す

ることにな る。

かか る彼 の立 ち場 は,資 本主持 分を 負債に含めてい るとい う点で,会 計主

・体論の観点か らすれ ぽ,企 業主 体説的 な 感 じを 受け るか もしれない。 しか

し,会 計実体の利益を負債 と考 え ることは,そ れが資本主 の利益に帰 属す る

之 とであ り,彼 の会計実体論においては,企 業それ 自体の利 益 とい う考 えが ・
ロ ナ

少 しも出ていない。む しろ逆に,利 益を一義 的に資本主 を前提 として考 えて

い る点か らして,資 本主主 体説 といわ なけれぽ な らない。 さらに,利 益は会

計実体 の負債だ とい う概念を媒介 として資本主 へ帰 属す ると考 えてい る点か

ち すれば,い わゆ る代理人主体説 と呼 ぶ方が適切 であ る。

§4期 間損益計算の前提

Gilmanは,企 業会計た る と非企業 会計た るとを問わ ないで会計を普遍的

(1)こ の点,AmericanAccountingAssocia七ion,``AccountingandReporting
S七andardsforCorporateFinancialSta七ements-1957Revision,"Accounting

.Review.Oc七 〇ber1957、p・540に お い て は,"企 業 の 純 利 益(enterprisenet

income)"と"株 主 に対 す る純 利 益(netincometoshareholders)"と を 区 別 して

考 え て い る。 す な わ ち,後 者 の 利益 決 定 に あ た っ て は,前 者 の利 益 決 定 要 素 と な

らない 支 払 利 息,所 得 税,利 益 分 配 処 分項 目,そ して債 務 免 除 や 贈 与 な どに よっ

て生 ず る貸 借 項 目が 含 まれ る と して い る。
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に考 え,そ の ことか らすべ ての会計機構に妥当す る本 質的 な会計職能 として

会計管理職能を とりあげ,そ れに基づいて基本的 な利益概念を説 明 してい る

ことは上述 した とお りであ る。かか る立論の根拠は,会 計 の歴史 な らびに機

構の うえか ら,彼 が会計思考 の出発点を貸借 対照表に求 めている ことに よる

ので あ ろ う。事 実,彼 は 貸 借 対 照 表 と損 益 計算 書 との関 係 につ い て,こ の こ

く　ラ

とを裏 書 きす る よう に次 の ご と く述べ て い る。

`損 益計算書は貸借対照表 と同様に重要である
。 後者は,一 定時点におけ る企業の資

産,負 債,お よび資本のスナップ写真である。 前者はその状態に導いた諸原因を示 し、

2つ の連続せ る貸借対照表 の間の橋渡 しを している。"
`損益計算書は

,実 際のところ,1つ の貸借対照表項 目,通 常剰余金の詳細な分析を果

たす報告書である。 第7章 では,負 債側に完全な損益計算書の構成要素を含んでいる貸

借対照表一 エンティティの負債 とみなしている資本主持分のところに含めてい る(筆

者注)一 の1様 式を提示 した。 この様式は,エ ンティテ ィの負債に対す る損益諸項 目

の関係に重点をおいている。 実際,か か る単独の計算書を作成す ることは,不 便であ り

面倒であるとしても,ま った く正当であろ う。"

しか し,1929年 の恐 慌を契機 と して,投 資家 の利 害の焦点であ る収益性 の

重視 とい うことに関心 が払われ,い わ ゆ る貸借対照表的観点か ら損益計算書

的観点への重点移動が生 じた結果,Gilmanは 会計期間 の コ ソベ ンシ ョンに

基づ く期間損益の測定 とい うことが会 計の中心的課題 であ る と考 える ように
(2)

なった。それでは,い ったい彼 は期間損益計算の前提 を どの よ うに考えてい

(1)1)rinciPlesoプAccounting,P.237,Accountin8ConcePtsofProfit,

pp.286-287.

(2)か か る重 点移 動 の メル ク マ ー ル と して,彼 は1932年9月22口 付 け で ア メ リカ

会 計 士 協 会 の 証 券 取 引 所 協 同 特 別 委 員 会 が ニ ュー ヨ ー ク証 券 取 引 所 の 株 式 上 場 委

員 会 へ 送 つ た書 簡 の な か に 見 られ る 次 の文 言 を 挙 げ て い る。'(収 益 力(earning
capacity)は 企 業 評 価 に 決定 的 意 義 を 持 つ 事 柄 で あ り,し たが って 損 益 計 算 書 は

一・般 に 貸 借 対 照 表 よ りも は るか に 重 要 で あ る
。"AuditsofCorporateAccounts

(NewYork.AmericanInstituteofAccountants,1934),p・10を 参 照 。

な お,彼 は,重 点 移 動 を もた ら した 要 因 と して,(1)株 式 会 社 組 織 形 態 の 生成,

(2)現 代 原 価 会 計 の発 展,そ して(3)所 得 税 法 の 議 会 通 過 とい う3つ の 要 因 を挙 げ て

い る。AccountingConcePtsofPPtofi¥.PP・27-37を 参 照 。
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るの で あ ろ うか 。

彼 の場 合,ま ず エ ンテ ィテ ィの事 業 開 始 か ら終結 に至 る全期 間 に つ い て 計

算 され る利 益 だ けが 真 実 の利 益 で あ り,会 計 期 間 の コ ンベ ソシ ・ソに 基 づ く

期 間利 益 は 見積 り数 値 であ り近 似 的指 標 にす ぎな い とい う期 間利 益 の 限 界 に

対 す る認 識 の も とに,期 間 利 益 の正 確 性 を 保証 す る もの と して2つ の前 提 を

考 えて い る。 す なわ ち,1つ は,か つ てE.Schmalenbachが 一 致 の原 則

(DerGrundsatzderKongruenz)と 称 した もの で あ り,い うまで もな く
(1)

糊 間利 益の合計が総体利益に等 しい"と い う前提 であ る。 もう1つ は,発 生
(2)

主義 損益計算 の費用 と収益の対応 の もとに おけ る首尾一貫性 の原理 であ る。

前者 は,絶 対的正確性 を要 請す る前提 ではあ るが,今 日の継続企業概 念か

らす れば,総 体利 益 とい うものが観念的 な フィ クシ ・ンにす ぎないか ら,間

接 的かつ形 式的 な前提 だ と考 え られ る。 これに対 して,後 者は,相 対的正確

性 を要請す る前提 ではあ るが,直 接 的かつ実 質的 な前提だ と考 え られ る。か

くして,Gilmanは,期 間 損益計算におけ る首尾一一貫性 の意義 を強調す るの

であ るが,実 践会計においては保守主義原理 の影響 が強力であ ることを実証

(3)

し,次 の よ うに 批判 して い る。

要約 してみ るな らば,一 般会計 の手続 きは,1期 間 の実現収益 のみを認識 し,実 務上

それ と同一期 間 に関連 させ 得 るか ぎ りにおい て,実 現 た ると未実現 た る とを問 わず,す

べ ての原価,経 費,お よび損失 を当 該収益 か ら控除す る ことであ る よ うに思われ る。 そ

して,(1)か か る関係 は しば しば価値移 転 の コンベ ンシ ョン(conventionoftransferred

values)の ために盗意 的 とな り,(2)多 くの原価,経 費,お よび損失 が時間 も し くは金額

に関 して不確 実であ るかそ の両方に関 して不確実であ り,か つ(3)市 場価格 の下落 に よる

(1)土 岐 政 蔵 訳,「 動 的 貸 借 対 照 表 論 」(森 山書 店,1950),P・78・

(2)"一 致 の原 則 は 継 続 性 の原 則 一一 首 尾 一 貫 性 の原 理(筆 者)一 と 同一 の もの

で は ない が,あ る程 度 まで は 類 似 した もの て あ る。 一 致 の原 則 は 継 続 性 を 前提 と

す るが,継 続 性 は一 致 の原 則 を 前提 と しな い 。"前 掲 訳 書,P・81を 参 照 。

(3)AceountingC・ncePtsof-Profit,pp・130-131・ な お,彼 の損 益 計 算 思考 を 端

的 に 理 解 す るに は,"AccountingP「inciPlesandtheCu「 「entClassification・"

TheAccountingReview,Aprill944,pp・109-116が 好 都 合 で あ る。
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未実現損失の認識が対応 とい う一般方針を故意に否定 しているとい う諸事実をかえ りみ

ないのである。

§5計 算方法の歴史的 ・制度的基盤

われわれ は,す でに第1節 で,Gilmanが 会計は統計,経 済,お よび法律

とい う分野が重複 した専 門分野であ るとい う認識をす る と同時に,そ れ らの

識別を十分に行ない,会 計学 の 自主性 を主張 して いる ことについて 明 らか に

した。かか る立 ち場か ら,彼 は,ま ず会計独 自 の 利益概念 の 解 明にあた っ
で　　

て・そ の解 明方法を芸術家 の仕事 にた とえて次 の よ うに述べ てい る。

利益算定 の基本的諸問題は,ほ とん ど会計それ 自体の歴史 と同じくらいに古 くか ら存

在す るものであるが,こ の当面の課題を正当化す るには何か異なった研究方法が望 まし

い。 ここには,統 一的な道具,見 慣れた材料,そ してしば しば 提起され てい る主題を用

いて,選 択 と力点のおきかたによつて 何か異なった ものを創造 しなければな らない芸術

家の問題 と類似してい るものがある。

そ れ で は,彼 は こ こ に い う"選 択 と 力 点 の お き か た(selectionand

emphasis)と して何 を と りあ げ てい るの で あ ろ うか 。 彼 は 会 計 の 歴 史 的 ・制

度 的 構 造 を と りあ げ て い る。 彼 に よれ ば,会 計 上 の利 益 概 念 は,歴 史的 ・

制 度 的 構 造 か ら規 定 され る とい う。 そ して,そ の歴 史 的 ・制 度 的 構 造 は下 部

構 造 と して の コ ンベ ソシ ・ソ,中 部 構 造 と して の原 理,そ して 上 部 構 造 と し

て の通 則 か ら成 って い るので あ るが,こ の こ とにつ い て彼 は 次 の よ うに述 べ
で　ラ

て い る 。

"イ ギ リス の慣 習 法(commonlaw)は
,先 例 に基 礎 を お く一一定 の 前提(concepts),

通 則(rules),理 論(theories),も し くは 原 則(PrincPles)か ら構 成 され て い る。 同 じ

(1)Ibid.,prefaceiv・

(2)1bids,pp.168-169,596.
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よ うに,会 計に も一種 の慣 習法が 発展 して きた よ うに思われ る。 イギ リスの慣 習法 と同

じよ うに,そ れ は成文 化 され てお らず,実 務経験 か ら発展 したので あ る。 この一 連 の見

解 は,成 文法(statute)や 勅令(edict)の 帰結 では な く,試 行 錯誤 の方法(me七hodof

trialanderror)に よって発展 したのであ る。"

``会計 上 の コソベ ンシ ョソ
,原 理,お よび通則 がイ ギ リスの慣 習法に た とえ られ るとい

う主張 は,現 代 の会計上 の利益概 念 を形成ず る種 々の要 素 を集約 し,か つ 発展 させ る う

えで極めて意義が あ る よ うに思われ る。

こ こで会 計 の 慣 習 法 と称 され て い る ものが一 般 に"い わ ゆ る会 計 原 則"だ

し　ラ

とされてい るのであ るが,Gilmanは,そ の上部 構造 と して基 準的 な性格を

もった通 則は経済 的条件 や社会的条件に よって比較的短期間 の うちに変 化す

る可 能性を有す るのに対 して,下 部構造 としての基本 的な仮定 もし くは前提
ぐ　ラ

の 性 格 を もった コ ンベ ソシ ・ ソは 比 較 的 長 期 間 に わ た って 固定 性 を 有 し,ま

た,そ の両 者 を 調 整 す る中部 構 造 と して政 策 的 な 性格 を も った原 理 が 存 在 す

る と考 えて い る。 す なわ ち,コ ソベ ソシ ョ ソ,原 理,お よび通 則 の 各 構 造

は,歴 史的 か つ制 度 的 な普 遍 妥 当性 の差 異 か ら識 別 され る もの で あ る と考 え

て い る。

Gilmanは,基 本 的 会計 コ ソベ ンシ ョ ソと して,周 知 の とお り,"会 計 実

体(accountingen七i七y),""貨 幣 評 価(mone七aryvalua七ion),"会 計 期 間
くの

(accQuntingperiod)"の3つ を 挙 げ て い る 。 会 計 原 理 と し て は,そ の 重 要 度

に 従 っ て,"保 守 主 義(conServatism),"tt首 尾 一 貫 性(conSiStency),"tt公

(1)Ibia.,p.190.

(2)拙 稿,``StephenGilmanの 会 計 原 則 論"「 商 学 討 究 」,第11巻 第1号,PP・93

-133を 参 照 。

(3)George・0・Mayは,会 計 コ ンベ ン シ ョンを(1)会 計 の利 用 目的,(2)時 代 と

場 所 の 社 会 的 な らび に 経 済 的 前提,そ して(3)人 々 の思 考 様 式 に 関 連 して 考 察 す

べ きで あ る と して い る。FinanoialAccounting(NewYork,TheMacmillan

Company,1943),P・3,木 村 重 義訳,「 財 務 会 計 」(ダ イ ヤモ ソ ド社,1957),P5

を 参 照 。

〈4)AccountingConceptsof.Profit,PP・25-26,245-249,597・ また,詳 し く

は,拙 稿,t`StephenGilmanの 会 計 コ ンベ ソ シ ・ン論,"「 商 学 討 究 」,第10巻 第

4号,PP・101-127を 参 照 。
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(t)

開性(disclosure),"お よび"重 要 性(materiality)"の4つ を挙 げて い る。

しか しなが ら,通 則 に 関 して は,そ の数 を 具 体 的 に 示す こ とが で きない と し

て,限 定 的 な 列挙 を して い ない 。

彼 の歴 史 的 ・制 度的 会計 構 造 論 に お いて は,と くに下 部 構 造 として の コ ソ

ベ ンシ ョンが会 計 上 の利 益 概 念 の 土 台 を 築 きあ げ て い る と考 え られ るの で あ

り,"実 際,会 計 それ 自体 が1つ の コ ンベ ソ シ ョンで あ る とい え るか もしれ
く　ノ

な い"と 述 べ て い る ほ ど で あ る 。 か く して,彼 は,会 計 上 の利 益 を一一定 の 事

実(fact)と し て 理 解 す る の で は な くて 解 明(interpretation)の 問 題 と して

(3)

理 解 しなけれぽ な らない とし,会 計上 の利益 の意義について,"純 利益(net

income)の 尺度 として決定 され るものは,会 計士が彼 の採用す る手続 きを適

用 し終えた時に生ず る数値だ とい う以外,い かな る意味 において も,け っ し
　の

て1つ の 事 実 で あ る とは い え な い"と い うJ・B.Canningの 説 明 が お そ ら く

(5)

も っ と も優 れ て い る と主 張 し,次 の よ うに 断言 して い る。

かか る説明が建設的(constructive)で な くて 否定 的(destructive)だ とい う主張 は.

断 固 として斥 け るべ きであ る。 会計 は,解 明者(interpreter)を 必要 とす る ことが あ る

けれ ども,け っ して弁解者(apologist)を 必要 と しない。 会計 人 の優 劣は,そ の解 明者

と しての任務 の遂 行 いかんにかか ってい る。

§6結 語

以 上,わ れ わ れ は,Gilmanに 従 っ て,Accounti・ngConcePtsofProfitを

(1)Jbid.,pp.187,231-245.

.(2)lbid.,p.190.

(3)W.A・PatonandA・C・Lit七le七 〇n,Opcit・,p・118,前 掲 訳 書,p・203で も

次 の よ うに述 べ られ て い る。`解 釈 解 明(筆 者 注)一 は 会 計 の本 質 的 な 機構

と切 り離 せ ない 関 係 に あ る。 原 価 を各 勘 定 に分 類 し,期 間 収 益 を 測 定 し,費 用 を

収 益 と対 応 し,財 務 報 告 を行 な う一 これ らはす べ て解 釈 を 内 包 して い る。"

(4)J・B・canning,TheEconomicsoゾAccoantαnay(NewYork,TheRonald

PressCompany,1929),p.98.

(5)AccountingConαePtsofProfit.p.610.
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中心に会計上 の利 益概念 を考 察 して きた。 い ま,こ れを補 足 しつつ 要約 して

み るな らぽ次 のよ うにいえ るであ ろ う。

伝 統的 な実践会計は統計,経 済,お よび法律 とい う3つ の専 門分野か ら成

ってお り,さ らに,そ れは コ ンベ ンシ ・ン,原 理,お よび通則 とい う歴 史

的 ・制 度的な基盤 に よって形成 されてい る。す なわち,基 本的 にはエ ンテ ィ

テ ィ・コンベ ンションに基づ く会計責任 の計算,貨 幣評価 の コ ソベ ンシ ョソ

に基づ く同質的貨 幣計算,そ して会計期間の コ ンベ ンシ ・ンに基づ く期間計

算 とい うか たちを と り,つ いで,そ の期間計算においては会計上 の原理 もし

くは政策 に準拠 し,か つ,具 体的 に コ ンベ ンシ ・ソや原 理が顕 現 した もの と

して費用 と収 益の対応 や収益の実 現 とい うよ うな会計通則か ら構成 されてい

る。 したがって,伝 統的な会計上 の利益 も,か か る歴史的 ・制 度的会計構造

の帰結 として捉 え られ,そ の利 益を理解す るためには解 明 とい うことが必要

不可欠である。

この よ うなGilmanの 利益概念は,一 見 した ところ,資 本主義 経済社会 の

利 益概念に対す る経験主義的な事 実認識にす ぎない と考 え られ るか もしれ な

い。 しか しなが ら,わ れわれは,彼 が会計 を企業会計のみに限定 しないで非

企業会計 まで含 めて考察 してい る点,ま た,常 に歴史的かつ制 度的な考 察を

してい る点において,彼 が普遍 的妥当性 を もった利益概念の追求に努 力 した

ことを高 く評価すべ きである。す なわち,再 三上述 した とお り,会 計上 の利

益概念 とい う課題 に取 り組み なが ら,そ の根底 にあ る会計の本 質的職能を会

計管理 とい うことに求 め,企 業会計の期 間利 益の測定 とい う職能を も計算 的

管 理機 能に よって一元的に説 明を試みてい ることは,彼 の学究的態度が首尾

一貫 して普遍的妥当性を有す る会計理論 の確立 に指 向 されていた ことを物 語

ユ ノ

っ て い る 。

(1)こ の点,A・C・Li七tletonandV・K・Zimmerman,op.cit.,PP.254-256で,

会 計 理 論 の歴 史 上 の不 変性 を 追 求 した 結 果,3つ の会 計 理 念 と して,(1)報 告 す る

ため の 記 録(record)に 対 す る要 請 と して"会 計 責 任(accountability)s"(2)信

頼 す るた め の監 査(audit)に 対 す る要 請 と して"検 証(verifica七ion),"そ してce
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な るほ ど,彼 の会 計 管 理 職 能 を説 明す る骨 子 とな って い る エ ソテ ィテ ィ論

は技術的 であ り,形 式的であ り,か つ複式簿記 を離れて考 え られない とい う
ぐユラ

批判 が ない わ け で は な い。 た しか に,そ れ らの批 判 は正 当 で あ る。 しか し,

・会計の本 質的 な ものを純粋に計算技術 的な側面か ら追求 してい くと,彼 のエ

ソテ ィテ ィ論 の よ うな ところに帰着す るのではないか と思われ る。 したが っ

て,か か る批 判 は,あ くまで も批 判 に と どま り,な ん ら彼 の エ ソテ ィテ ィ論

に対す る非難 であ るとは考え られない。

次 に,彼 の利 益 概 念 につ い て い え る こ とは,上 に も述 べ た とお り,そ れ が

計算技術的な面か らの論及 であ るため,き わ めて計算的な利 益概念であ る と

い うこ とで あ る。 した が って,期 間利 益 が 収 益 と費 用 の差 額 で あ る とい って

も,そ の収益や 資用 の概念規定について,彼 が資本主義経済体制下の資本主

中心 の実践会計に おけ る慣行的な認識範 疇をそ の まま容認 してい る点に関 し
ノ　ラ

ては大 いに批判 的 な立ち場 もあ るであろ う。 この ことは,な かんず く費用項

目につ い て,た とえ ぽ,収 賄,贈 賄,秘 密 行 為 な どの 目的 で 支 出 され る もの
の ラ

を も利 益保全 とい う面か ら保険 料的性質 を もった費用だ として いる彼 の推論

に つ い て い え る 。

*(3)理 解す る ため の 分 析(analyze)に 対 ず る要 請 と して"解 明(interPretation)"

を 挙 げ て い る の と符 合 して い る。

(1)た と えば,横 浜市 立 大 学 会 計 学 研 究 室 編,r近 代 会 計 学 ハ ン ドブ ック」(同 文

館,1958),PP・426-428,山 下 勝 治 編 「会 計 学 総 論 」(青 林 書 院,1960),PP・71
-73を 参 照

。

な お,他 の場 合 て も,普 遍 性 を 追 求 す るあ ま り,や や 形 式 的 論 理 に お ち い っ て

い る と思 われ る説 明が な い わ け て は な い。 た とえ ぽ,収 益 の 実 現 に 関 連 して 社 債

と株 式 との 区 別 をす る場 合,あ るい は 資産 の 繰 延 勘 定 理 論 に おけ る 土地 の説 明 の

場 合 に 見 られ る。AccountingConceptsof1)rofit.PP・102-104,297-301を 参 照 。

(2)た と えば,岡 部 利 良,``企 業 利 益 計 算 の課 題',「 経 済 評 論 」,1958年10月 号,

pp・19-34を 参 照 。 さ らに,会 計 上 の利 益 を も っ と高 い 次 元 か ら 経 済 学,社

会 学,人 類 学,社 会 心 理 学,哲 学 な どの面 か ら 動 機iづけ(motiva七ion)を テ ー

マ と して加 え な が ら新 し く 見 直 そ うとす る 野 心 的 な 労 作 と して,T・RPrince,

ExtensionoftheBoundariesof沼ooo槻 伽8Theory(Ohio,South-Western

PublishingCompany),PP・213が あ る。

〈3)AccountingConcePtsofProfit,p315を 参 照 。
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最 後 に,貨 幣価 値 の変 動 と い うことに 関連 して一 言 して お こ う。 彼 は,

H.W.Sweeneyの 安 定価 値 会 計(stabilizedaccounting)に つ い て論 評 し,

激 しい イ ンフ レー シ ・ ン時 代 に は 彼 の 立案 も し くはそ の修 正 案 が お そ ら く必

要 とな るで あ ろ うと述 べ てい る もの の,そ れ は会 計 を改 良す る提 案 で は な く

ぐわ

て会計 の計算書や報告書を解 明す る1方 法であ る としてい る。彼は広義 の会

く　ノ

計 を狭義の会計 と報告 とに分けて考 える立ち場 を とり,そ の狭 義の会計 にお

いては,企 業会計 を前提 とす るか ぎ り,エ ンテ ィテ ィの観点か ら資本主 の貨

幣的投 下資本を中心 に した会計管理を行な うこ とに終始す るもの と考 えてい

る。 したが って,会 計は会計管 理職能 と結びついた歴 史的原価主義 に基づ く

貨幣数量的計算 に と どま り,貨 幣価値 の変 動に伴な う諸影響 の考 察は,歴 史

的限界を持 った会計機構 の枠外で,す なわち,報 告書の解 明とい う領域 でな
ビおノ

す べ きだ と考 えてい る。

要す るに,上 述 した彼 の利益概念 を会計学 説史発展の歴 史的背景において
ぐり

理 解 す る な らば,1930年 代 後 半 の ア メ リカ は 経 済 上 も っ と も安 定 して い た 時

代 で あ り,利 益 概 念 の 形 成 に あ た っ て,イ ン フ レ ー シ ・ ソが 伝 統 的 原 価 主 義

会 計 に 及 ぼす 脅 威 とい う も の を 今 日 の よ うに 切 実 な 問 題 と して 意 識 す る こ と

(1)fbid・,pp・5-6を 参 照。

(2)Ibia・,pp・9,149,288を 参照 。 と くに,p・288で は次 の よ うに述べ てい る。
"慣 習化 した機構 であ る会計 とい うものは

,か な り弾力性に欠 けてい る。 これ に対

して報告 とい うものは,そ れ が た とえ勘定 記録 の報 告で あ ると して も,は るかに

弾 力性に富ん でい る。 報告書 に もっ とひろ く公開性 の原理 を 適用すれ ば,伝 統 的

な会計 に 向け られ て きた主要 な批判 の幾 つかを沈黙 させ るに至 るであ ろ う。"

(3)同 じよ うな見解 は,ア メ リカ会 計 学 会 のsmpPlementaryStatementNo・2

(1951年)に も見 られ る。 詳 しくは,片 野一 郎,「 貨幣 価値変 動会計 」(同 文 館,

1962),PP・584-610を 参 照 。

(4)拙 稿,"会 計 人,S・ ギ ル マ ン の プ ロ フ ィ ル,文 献 目 録,お よ び 会 計 本 質 観 、'"

「小 樽 商 科 大 学 創 立 五 十 周 年 記 念 論 文 集 」(日 本 評 論 新 社,1961),pp・361-387

を 参 照 。 な お,詳 し く は,P・F・Brundage,t`Milest・nesonthePath・f

Accountingノ'TheHarvar4BusinessReview.vol・29・No・4.Julyl951,PP71

-81 ,な ら び に 黒 沢 清 稿,"米 国 会 計 学 発 展 史 序 説,"「 米 国 経 営 学(上)」(東 洋 経

済 新 報 社,1956),Pp・239-306を 参 照 。
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(1》

は なか ったのであ ろ う。む しろ,実 践会計に おいて確 立 されつ つあ った原価

主 義 会 計 の理 念 的 整 理 とい う面 に多 大 の努 力 が 払 わ れ,Gilmanも また,そ

の建設的 な仕事 に偉大な貢献 を した会計人 の1人 であ る とい うべ きではなか

ろ うか 。

1964,8,31

〈付 記 〉

本稿は,1964年5月28日 か ら30日 まで慶応義塾大学で開催 された 日本会

計研究学会第23回 大会で研究報告 を した概要であ る。

(1)R.T.SprouseandM.Moonitz,ATentativeSetof.Broa4Accountin8

PrinciPlesfoptBusinessEnterprises(NewYork,A.1.CP.A.,1962),pp.9,

45,54で は,期 間 純 損 益 の定 義 を1会 計期 間 の 所 有 主 持 分 の増 減 で あ る と して,

実 質 的 にGilmanの 定 義 と異 な って い な いけ れ ども,そ の 前提 条 件 と して 投 下 資

本 額 に 変 動 が な い こ と と同時 に 物 価 水 準 の 変 動 が な い こ とを つ け 加 え て い る。 佐

藤 孝 一,新 井 清 光 共 訳,「 会 計 公 準 と会 計 原 則 」(中 央 経 済 社,1962),pp・120,

167,177-178を 参 照 。




